（様式３）

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

保護者　様　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船橋市総合教育センター

「引継ぎのための連絡票」について

　船橋市では、乳幼児期から学校卒業後までの一貫した支援体制作りを進めているところです。この中の取り組みの一つに「引継ぎのための連絡票」があります。これは就学にあたり、お子様が小学校入学後も、円滑に学校生活を送ることができるようにすることをねらいとしています。所属している保育園・幼稚園・療育機関等での状況やそれまでの支援内容を保護者の依頼に基づいて、入学する学校に引き継ぎます。

この連絡票には、健康、生活、遊び、コミュニケーション面等のお子様の様子のほか、所属する保育園・幼稚園・療育機関等での取り組みを担任（担当者）が保護者とご相談した上で作成します。作成した連絡票は、船橋市総合教育センターでとりまとめた後、各学校長に送付します。また、ご希望があれば、保護者ご自身が直接学校へ提出することもできます。※言語障害通級指導教室を利用する児童の引継ぎのための連絡票は船橋市総合教育センターを経由して、就学先と言語障害通級指導教室設置校へ送られます。
つきましては、「引継ぎのための連絡票」の作成をご希望される方は、下記の依頼書にご記入の上、通園施設長までお申し出ください。

なお、この「引継ぎのための連絡票」は目的以外には使用いたしません。

	
	 　
	


　　通園施設長　様　　　　　　　　　　         　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

                  「引継ぎのための連絡票」作成依頼書

「引継ぎのための連絡票」の作成を依頼します。

　※学校への送付方法についてどちらかに○を付けてください。
　
１　保護者が持参

２　船橋市総合教育センターを経由

　　　　　　　　　　児 童 氏 名　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　保護者氏名　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
キ　リ　ト　リ









